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平成２１年６月１６日 判決言渡

平成２０年（行ケ）第１０２７９号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成２１年６月９日

判 決

原 告 X

訴訟代理人弁理士 黒 田 博 道

同 石 井 豪

被 告 ア ル ゼ 株 式 会 社

訴訟代理人弁護士 田 中 康 久

同 中 込 秀 樹

同 岩 渕 正 紀

同 岩 渕 正 樹

同 松 永 暁 太

同 長 沢 幸 男

同 長 沢 美 智 子

同 今 井 博 紀

訴訟代理人弁理士 正 林 真 之

同 青 木 和 夫

同 八 木 澤 史 彦

同 佐 藤 武 史

同 清 水 俊 介

同 進 藤 利 哉

同 新 山 雄 一

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。
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事 実 及 び 理 由

第１ 請求

特許庁が無効２００７－８００１１８号事件について平成２０年６月１６日

にした審決を取り消す。

第２ 事案の概要

１ 本件は，被告が特許権を有し発明の名称を「遊技機」とする特許第３６９９

４１７号に対し，原告が平成１９年６月１９日付けで請求項１～５につき特許

無効審判請求をし，被告が平成１９年９月４日付けで訂正請求をしたところ，

特許庁が訂正を認めた上，請求不成立の審決をしたことから，これに不服の原

告がその取消しを求めた事案である。

２ 争点は，訂正後の上記請求項１～５の各発明が特許法２９条１項柱書の「発

明」に当たるか，である。

第３ 当事者の主張

１ 請求原因

(1) 特許庁における手続の経緯

被告は，平成１４年４月１８日，名称を「遊技機」とする発明について特

許出願（特願２００２－１１６０５８号）をし，平成１７年７月１５日付け

で特許第３６９９４１７号として設定登録を受けた（請求項の数５。特許公

報は乙３。以下「本件特許」という。）。

これに対し原告から，平成１９年６月１９日付けで本件特許の請求項１～

５につき特許無効審判請求がなされたので，特許庁は，これを無効２００７

－８００１１８号事件として審理し，その中で被告は平成１９年９月４日付

けで特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正請求（以下「本件訂正」とい

う。甲２０）をしたところ，特許庁は，平成２０年６月１６日，本件訂正を

認めるとした上，「本件審判の請求は，成り立たない。」旨の審決をし，そ

の謄本は平成２０年６月２６日原告に送達された。
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(2) 発明の内容

ア 本件訂正前

本件訂正前の請求項１～５に係る発明（以下「本件発明１」～「本件発

明５」という。）の内容は，以下のとおりである。

・【請求項１】

複数の図柄を変動表示する変動表示手段と，

内部当選役を決定する内部当選役決定手段と，

前記変動表示手段の変動表示動作を，少なくとも前記内部当選役決定手

段の決定結果を含む情報に基づいた停止制御によって停止表示させる停止

制御手段と，

前記変動表示手段に所定の図柄が停止表示された場合に，再遊技の権利を

付与する再遊技実行手段と，

所定の条件が成立した場合に，前記内部当選役決定手段における前記再

遊技の内部当選する割合を増大させることが可能な期間を発生させる高確

率再遊技期間発生手段と，を有する遊技機において，

前記高確率再遊技期間の終了決定を所定の終了確率で行う高確率再遊技

期間終了決定手段と，

前記終了確率を前記内部当選役決定手段において決定された内部当選役

に基づいて決定する終了確率決定手段と，を備え，

前記終了確率決定手段は，所定の内部当選役が入賞したことを条件に，

複数の高確率再遊技選択状態のうちから一の高確率再遊技選択状態を決定

し，

前記高確率再遊技期間終了決定手段は，前記決定した高確率再遊技選択

状態に基づいて終了か否かを決定することを特徴とする遊技機。

・【請求項２】

前記内部当選役決定手段において特定の内部当選役が決定され，
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前記変動表示手段に前記特定の内部当選役に対応する図柄が停止表示し

なかった場合に，次の遊技に前記特定の内部当選役を持ち越す特定内部当

選役持ち越し手段を有し，

前記特定内部当選役持ち越し手段によって，前記特定の内部当選役が持

ち越されている場合においても，前記特定の内部当選役を含めて，前記内

部当選役決定手段による内部当選の決定を行うようにしたことを特徴とす

る請求項１に記載の遊技機。

・【請求項３】

前記内部当選役決定手段において，前記特定の内部当選役が決定された

回数を記憶可能な特定内部当選役決定回数記憶手段を有し，

前記特定内部当選役持ち越し手段は，前記特定内部当選役決定回数記憶

手段に記憶される回数分の内部当選役を持ち越すようにしたことを特徴と

する請求項１又は２に記載の遊技機。

・【請求項４】

前記変動表示手段に前記特定の内部当選役に対応する図柄が停止表示さ

れた回数を，特定内部当選役決定回数記憶手段から減算するようにしたこ

とを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の遊技機。

・【請求項５】

前記変動表示手段の変動表示を停止させるための複数の操作手段を有

し，前記停止制御手段による停止制御を，前記内部当選役の決定結果と，

前記操作手段の操作と，に基づいて行うようにしたことを特徴とする請求

項１乃至４のいずれかに記載の遊技機。

イ 本件訂正後（以下，「訂正発明１」～「訂正発明５」という。下線は訂

正部分）

・【請求項１】

本件発明１と同じ
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・【請求項２】

本件発明２と同じ

・【請求項３】

前記内部当選役決定手段において，前記特定の内部当選役が決定された

回数を記憶可能な特定内部当選役決定回数記憶手段を有し，

前記特定内部当選役持ち越し手段は，前記特定内部当選役決定回数記憶

手段に記憶される回数分の内部当選役を持ち越すようにしたことを特徴と

する請求項２に記載の遊技機。

・【請求項４】

前記変動表示手段に前記特定の内部当選役に対応する図柄が停止表示さ

れた回数を，特定内部当選役決定回数記憶手段から減算するようにしたこ

とを特徴とする請求項３に記載の遊技機。

・【請求項５】

本件発明５と同じ

(3) 無効審判請求の理由

原告が本件特許の請求項１～５につき無効審判を求めた理由は，最終的に

は，次の無効理由１～３である。

ア 無効理由１

本件特許は，請求項１に「高確率再遊技機期間終了決定手段」「終了確

率決定手段」と構成が記載されているものの，いずれも発明の詳細な説明

のどの構成を示すのかが不明であり，同時に，「特許を受けようとする発

明が明確でない」ので，特許法３６条６項１号及び２号に違反する。

イ 無効理由２

請求項１～５に記載の発明は，技術上の意義ある部分がルールそのもの

であるから，本件特許は特許法２９条１項柱書に違反する。

ウ 無効理由３
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請求項１記載発明は下記甲１発明に，請求項２～５記載発明は下記甲１

発明及び甲２発明に，それぞれ周知技術及び単なる設計事項を組み合わせ

ただけであるから，本件特許は進歩性を欠き，特許法２９条２項に違反す

る。

記

・甲１発明：特開２００１－３１４５５９号公報(発明の名称「遊技機

およびそのゲームプログラムを記録した記録媒体」，出願

人 テクモ株式会社，公開日 平成１３年１１月１３日）

・甲２発明：特開２０００‐２１０４１３号公報(発明の名称「遊技機

及びその制御装置」，出願人 アルゼ株式会社，公開日

平成１２年８月２日）

(4) 審決の内容

審決の内容は，別添審決写しのとおりである。

その理由は，上記無効理由１ないし３はいずれも認めることができないと

したものであるが，そのうち無効理由２に対するものは，請求項１～５に係

る発明は，機器である遊技機に対する制御に伴う処理を具体的に行う装置で

あるから，自然法則を利用した技術思想の創作であり無効とされるべきもの

ではない等としたものである。

(5) 審決の取消事由

しかしながら，上記無効理由２が成り立たないとした審決には，以下に述

べるとおり誤りがあるので，審決は違法として取り消されるべきである。

ア 発明は，新しい技術（発明の技術上の意義ある構成）を開示することに

よって特許権が付与されるものである。すなわち，特許権の付与対象は，

その発明において新たに公表された部分であり，特許法２９条１項柱書該

当性の判断に当たっても，その特許権付与の代償として開示された新しい

発明（発明の技術上の意義ある構成）自体が，特許法２９条１項柱書に該



- 7 -

当するか否かで判断されるべきものである。そして，特許法２９条１項柱

書に違反しているか否かは，①産業上利用できる発明であること，②自然

法則を利用した発明であること，③技術的思想の創作となる発明であるこ

と，④技術的思想の創作のうち高度なものであること，の４点の要件判断

が必要である。原告は，本件訴訟において，訂正発明１～５が，産業上利

用できる発明であること（前記要件①），技術的思想の創作のうち高度な

ものであること（前記要件④）は争わない。

しかしながら，本件訂正発明１～５は，以下に述べるとおり，自然法則

を利用した発明ではなく（前記要件②），仮に本件訂正発明が自然法則を

利用した発明であるとしても技術的思想の創作となる発明でない（前記要

件③）。

イ 技術上意義ある部分を特許法２９条１項柱書該当性判断の対象とすべき

であること

(ｱ) 特許法３９条は，同一の発明について複数の特許が成立することを

防止するために設けられた要件である。同条に該当するか否かを判断

するに当たっては，「２つの発明が同一であるだけでなく，仮に相違

点があったとしてもその相違点が周知技術のみである場合には同一で

ある。」と判断される。すなわち，同条該当性を判断するに当たって

は，「特許請求の範囲全体に記載された発明のうちで，周知技術を除

外した構成」によって判断される。ここでは，原告の主張する「技術

的意義ある部分」が「周知技術を除外した構成」となる。このこと

は，特許庁において，同条の審査基準として，「３．３出願日が異な

る場合における請求項に係る発明同士が同一か否かの判断手法」にお

いて，「(2)両者の発明特定事項に相違点がある場合であっても，以下

の①ないし③に該当する場合（実質同一）は同一とする。」と記載さ

れ，その①に「①後願発明の発明特定事項が，先願発明の発明特定事
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項に対して周知技術，慣用技術の付加，削除，転換等を施したものに

相当し，かつ，新たな効果を奏するものではない場合。」と記載され

ていることに一致する。

(ｲ) 特許法２９条の２は，先願の明細書に記載された発明と同一の後願

の発明は，新しい技術の公開にならないので，特許としないとしたも

のである。同条の２の該当性を判断するに当たっては，「２つの発明

が同一であるだけでなく，仮に相違点があったとしてもその相違点が

周知技術のみである場合には，同一である。」と判断される。すなわ

ち，同条の２の該当性を判断するに当たっては，「特許請求の範囲全

体に記載された発明のうちで，周知技術を除外した構成」によって判

断される。ここでは，「技術的意義ある部分」が「周知技術を除外し

た構成」となる。この点は，特許庁において，同条の２の審査基準と

して，「３．４ 請求項に係る発明が引用発明と同一か否かの判断」

において，「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項と

に相違がある場合であっても，それが課題解決のための微差（周知技

術，慣用技術の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏するも

のではないもの）である場合（実質同一）は同一とする。」と記載さ

れていることと一致する。

(ｳ) 特許法第２９条１項及び２項は，いわゆる新規性及び進歩性を規定

している。

特許法２９条２項に該当するか否かの判断は下記の順に行う。

① 一の発明を特定する。

② 請求項に係る発明と一の発明との一致点，相違点を認定す

る。

③ 相違点を埋める他の発明を特定する。

④ 一の発明と他の発明との組み合わせを検討する。
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ここで，「一の発明」とは，請求項に係る発明の一部を含んでいる

出願前の公知発明である。すると，この請求項に係る発明のうち，

「一の発明」に相当する構成には新規性がないこととなっている。し

たがって，請求項に係る発明に進歩性があるというためには，

ａ．「他の発明」として適当な発明がなく，相違点に進歩性があ

る。

ｂ．「一の発明」と「他の発明」との組み合わせに進歩性があ

る。

のいずれかとなる。

すなわち，特許法２９条２項該当性の判断においては，相違点を埋

めることができる「他の発明」が検索できたとすると，この「他の発

明」は発明を行う当業者の能力の範囲内であるので，「一の発明」と

同一技術分野の発明であるか，若しくは他の技術分野ではあるものの

「発明が解決しようとする課題を共通にした発明」である。すると，

「一の発明」と「他の発明」との組み合わせに進歩性がある（前記

ｂ）というためには，「一の発明」と「他の発明」とを単に組み合わ

せようとした場合には阻害要因があったものの，請求項に係る発明で

その阻害要因を除去して組み合わせたような場合が挙げられる。それ

以外の場合では，「他の発明」として適当な発明がなく，相違点に進

歩性がある（前記ａ）場合に進歩性があると考えられる。したがっ

て，特許法２９条２項該当性の判断においては，他の発明の評価が主

体となることがほとんどであり，このときには，｢他の発明｣が｢技術上

の意義ある部分｣となる。

特許法２９条１項該当性の判断については，同法２９条２項に進歩

性が規定され，構成要件の「単なる寄せ集め」は進歩性がないことと

されている。ここで「単なる寄せ集め」とは，複数の構成要件を合体
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させただけで，合体によって新たな効果を生じないような場合であ

り，代表的には周知技術との組み合わせが考えられる。したがって，

特許法２９条１項の新規性に関しては，周知技術との関係を進歩性で

補えるので，「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項

とに相違点がない場合は，請求項に係る発明は新規性を有さない。」

として，請求項に係る発明の発明特定事項のすべて，すなわち発明全

体で判断することとしている。

ウ 本件訂正発明の「技術上の意義ある部分」の特定

(ｱ) 本件特許の請求項１(訂正発明１）を分節すると下記のとおりとな

る。

1-a 複数の図柄を変動表示する変動表示手段と，

1-b 内部当選役を決定する内部当選役決定手段と，

1-c 前記変動表示手段の変動表示動作を，少なくとも前記内部当選

決定手段の決定結果を含む情報に基づいた停止制御によって停止

表示させる停止制御手段と

1-d 前記変動表示手段に所定の図柄が停止表示された場合に，再遊

技の権利を付与する再遊技実行手段と，

1-e 所定の条件が成立した場合に，前記内部当選役決定手段におけ

る前記再遊技の内部当選する割合を増大させることが可能な期間

を発生させる高確率再遊技期間発生手段と，を有する遊技機にお

いて，

1-f 前記高確率再遊技期間の終了決定を所定の終了確率で行う高確

率再遊技期間終了決定手段と，

1-g 前記終了確率を前記内部当選役決定手段において決定された内

部当選役に基づいて決定する終了確率決定手段と，を備え，

1-h 前記終了確率決定手段は，所定の内部当選役が入賞したことを
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条件に，複数の高確率再遊技選択状態のうちから一の高確率再遊

技択状態を決定し，

1-i 前記高確率再遊技期間終了決定手段は，前記決定した高確率再

遊技選択状態に基づいて終了か否かを決定することを特徴とする

遊技機。

(ｲ) 前記1-aないし1-eは，本件特許の出願前に既に公開されている発明

又は周知技術ないし慣用技術であり「技術上の意義ある部分」とはな

らない。前記1-fから1-iが本件特許の請求項１記載発明の「技術上意

義ある部分」である。

エ 自然法則を利用した発明でないこと

本件特許の請求項１に記載された「高確率再遊技」を実際に実行するた

めには，「高確率再遊技」をいつ開始して，いつ終了するのかというルー

ルが必要である。通常，スロットマシンにおける遊技状態を変更するため

の開始条件は，①特定の絵柄の入賞，②特定の絵柄の当選，③毎回行われ

る抽選の結果，④特定の機会に行われる抽選の結果，⑤特定時から特定回

数のゲームを行ったとき，等が考えられる。また，遊技状態を元に戻すた

めの終了条件としては，①特定の絵柄の入賞，②特定の絵柄の当選，③毎

回行われる抽選の結果，④特定の機会に行われる抽選の結果，⑤開始時か

ら特定回数のゲームを行ったとき，等が考えられる。しかし，これらはい

ずれも単なる取り決めであり，このような種々の遊技状態の変更条件を，

「高確率再遊技」を終了させるために若干複雑にして定めたルールが，本

件特許の請求項１の1-f～1-iに記載されているだけである。そして，その

効果は，「終了条件の多様化を図り遊技性が広がり面白みが増す。」とさ

れ，技術的な効果ではない。すると，本件特許の請求項１記載発明は，発

明の技術上の意義を特定するための事項が，「遊技機における特殊遊技の

終了条件を定めた」ものであり，「遊技のルールそのもの」であることか
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ら自然法則を利用していない発明である。

オ 技術的思想の創作となる発明でないこと

(ｱ) 本件訂正発明の技術上の意義ある部分は，前述のとおり，請求項１

でいえば，前記の1-fから1-iの部分であるが，これらは全て「高確率

再遊技」を終了するためのルールである。

(ｲ) 本件特許の特許公報(乙３）には，本件訂正発明の効果が下記のよう

に記載されている。

「以上，説明したように本発明によれば，高確率再遊技期間中に，所

定の内部当選役（例えばチェリー）が決定されたことを条件に，高確

率再遊技期間を終了させるとともに，その内部当選役を複数設け，そ

れらの内部当選役毎に終了確率が異なるようにしたので，遊技者は，

リールに所定の内部当選役に対応する図柄が停止表示されることを見

れば，高確率再遊技期間の終了を知ることができるようになる。そし

て，その内部当選役が複数あり，それぞれについて終了確率が異なる

ことから，終了条件の多様化が図れることから，遊技性が広がり面白

みが増す。このように，予め定められた高確率再遊技期間の継続ゲー

ム数を消化すること以外にも高確率再遊技期間の終了の機会を遊技者

に複数与えることができるので，遊技者は期待感を損なうことなく，

遊技を進めることができるようになる。」（段落【０１２６】）

ここに記載された効果は，「遊技性が広がり面白みが増す。」，

「遊技者は期待感を損なうことなく，遊技を進めることができるよう

になる。」というものであり，専ら人間の思想感情に訴えることによ

って得られる効果のみであることから，「技術的な効果」でないこと

は明らかである。

また，「遊技者は，リールに所定の内部当選役に対応する図柄が停

止表示されることを見れば，高確率再遊技期間の終了を知ることがで
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きるようになる。」と記載されているものの，その遊技者は，「所定

の内部当選役に対応する図柄が停止表示される」ことと「高確率再遊

技期間の終了」との関係を知っている遊技者にしか理解できないこと

であり，遊技内容を熟知している遊技者による，特定の図柄の停止表

示の確認という，専ら遊技者に委ねられた効果を有していることとな

っている。

(ｳ) 以上からすれば，本件特許に係る発明のうち技術上の意義ある部分

は，構成が「遊技機のルールそのもの」であり，効果が「専ら人間の

思想感情に訴えることによって得られる，技術的でない効果」を有す

るものであるから，「技術的思想の創作」に該当しない。

カ 請求項２について

本件特許の請求項２記載の発明(訂正発明２）は，「特定の内部当選役

を入賞させることができなかったときに，この内部当選役を持ち越せる

が，持ち越しているときにも特定の内部当選役が抽選で当たる。」という

ものであり，本件特許の出願前に公開された甲２(特開２０００‐２１０

４１３号公報，発明の名称「遊技機及びその制御装置」，出願人アルゼ株

式会社，公開日平成１２年８月２日。以下「甲２」文献という。）に記載

されている発明そのものであり，この請求項２を付加しても，付加される

内容が新規な事項ではないので，特許法２９条１項柱書に違反している。

また，甲２文献に記載されていないとしても，当選したときの当選役の

扱いについて定めたルールそのものであり，特許法２９条１項柱書に違反

している。

キ 請求項３について

本件特許の請求項３記載の発明(訂正発明３）は，「特定の内部当選役

を入賞させることができなかったときに，この内部当選役を一定回数分だ

け持ち越せる」というものであるが，本件特許の出願前に公開された甲２
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文献に記載されている発明そのものであり，この請求項３を付加しても，

付加される内容が新規な事項ではないので，特許法２９条１項柱書に違反

している。

また，甲２文献に記載されていないとしても，当選したときの当選役の

扱いについて定めたルールそのものであり，特許法２９条１項柱書に違反

している。

ク 請求項４について

本件特許の請求項４記載の発明(訂正発明４）は，「一定回数持ち越し

ている内部当選役を停止表示させたときには，一定回数から減算する」と

いうものであるが，本件特許の出願前に公開された甲２文献に記載されて

いる発明そのものであり，この請求項４を付加しても，付加される内容が

新規な事項ではないので，特許法２９条１項柱書に違反している。

また，甲２文献に記載されていないとしても，当選したときあるいは停

止させたときの当選役の扱いについて定めたルールそのものであり，特許

法２９条１項柱書に違反している。

ケ 請求項５について

本件特許の請求項５記載の発明(訂正発明５）は，「停止を内部当選役

と停止のための停止操作に基づいて行う」というものであるが，本件特許

の出願前に公開された甲２文献に記載されている発明そのものであり，こ

の請求項５を付加しても，付加される内容が新規な事項ではないので，特

許法２９条第１項柱書に違反している。

また，甲２文献に記載されていないとしても，具体的構成の記載がない

ので，停止させる時のルールそのものとなっており，特許法２９条１項柱

書に違反している。

コ 以上説明したように，本件特許の請求項２ないし５に記載の発明は，技

術上の意義ある部分がルールそのものであり，特許法２９条１項柱書に違
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反し，特許法１２３条１項２号の規定により，無効とされるべきである。

２ 請求原因に対する認否

請求原因(1)ないし(4)の各事実は認めるが，(5)は争う。

３ 被告の反論

審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は理由がない。

(1) 原告の主張ア，イに対し

特許権の付与対象は，特許請求の範囲全体に記載された発明であって，

その一部分のものではない。それと同様に，ある発明が特許法２９条１項

柱書の「産業上利用することができる発明」に該当するかどうかは，当該

発明の一部分ではなく，発明全体として判断すべきものである。原告の主

張は，特許権の付与対象や発明の概念を誤解し，誤った見解に立脚するも

のである。この点，審決は，審判請求人（原告）が「技術上意義ある部

分」としている請求項１の分節1‐ｆ～1‐iのみならず，請求項１に係る発

明が全体として「自然法則を利用した技術思想の創作である。」と判断し

ているのであり，判断手法に誤りはない。

(2) 原告の主張ウに対し

原告は，特許法３９条，２９条の２，２９条１項及び２項の特許要件を

判断するに際し，２つの発明を対比する場合に，周知慣用技術等を除外し

て検討することを挙げ，それと同様に特許法２９条１項柱書の要件につい

ても，「技術的に意義のある部分」について，自然法則利用の有無や技術

的思想の創作該当性を判断すべきであると主張する。しかし，特許法３９

条，２９条の２，２９条１項及び２項のように，２つの発明を対比するこ

とにより特許要件の有無を判断する場合と，同法２９条１項柱書のよう

に，当該発明自体について特許要件の有無を判断する場合では，判断の性

質が自ずと異なる。原告が指摘するように，特許庁における特許法３９条

と同法２９条の２の審査基準においては，相違点が周知慣用技術等に過ぎ
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ない場合には，両発明の同一性が認められるとされているが，特許法２９

条１項柱書に関する審査基準ではそうした記載は一切ない。これは，周知

慣用技術等に該当する部分も含め，発明全体から自然法則利用の有無や技

術的思想の創作の該当性の有無を判断するという原則の表明にほかならな

い。前述のとおり，ある発明が特許法２９条１項柱書に該当するかどうか

は，当該発明の一部分ではなく，発明全体として判断すべきものであるか

ら，本件特許の請求項１記載の発明中，一部分のみを抽出して上記判断を

する原告の判断手法は誤りである。

(3) 原告の主張エに対し

当該発明が，人為的な取決めや人間の精神活動を利用しながら，自然法

則を利用していない場合は別として，本件特許の請求項１に係る発明は，

機器である遊技機に対する制御を伴う処理を具体的に行う装置であって，

発明全体として自然法則を利用していることは明らかである。

仮に，本件特許の請求項１の分節のうち1‐ｆ～1‐i部分だけを取り出し

てみたとしても，それが「遊技のルール」そのものであるとはいえない。

すなわち，本件特許の訂正明細書（甲２０）によれば，上記1‐ｆ～1‐i部

分は，マイクロコンピュータに基づいて機能する「高確率再遊技」の終了

決定に関する処理を行い，本件特許の請求項１に記載された高確率再遊技

期間に関連する制御を実現するために必要な機能実現手段であることが明

らかである。よって，本件特許の請求項１の分節のうち1‐ｆ～1‐i部分だ

けを取り出したとしても，同部分は，自然法則を利用した発明に当たる。

(4) 原告の主張オに対し

「遊技のルール」であれば，それをもって自然法則を利用したものではな

いとか，技術的思想ではないと解する余地もあるが，本件特許の請求項１に

係る発明(訂正発明１）は，そうした単なる遊技のルールではなく，機器で

ある遊技機に対する制御に伴う処理を具体的に行う装置である。
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また，「技術」とは，一定の目的を達するための具体的手段をいい，実施

可能性かつ反復可能性のあることを要するとされ，「技術的思想」とは抽象

的なものではなく，具体化されたものでなければならないとされている。上

記訂正発明１は，遊技者が期待感を維持しながら遊技を進めうる遊技機を提

供するため，遊技機を制御して一連の作動を実現しており，これが実施可能

性かつ反復可能性のあることは明らかであるし，技術的思想としての具体性

も備えている。その意味で，人間の精神活動に影響を及ぼす著作物とは明ら

かに異なる「技術的思想の創作」である。

(5) 原告の主張カないしコに対し

前述のとおり，本件特許の請求項１に係る発明(訂正発明１）が特許法２

９条１項柱書の要件を満たし，「産業上利用することができる発明」に該

当することは明白である以上，これを引用する他の請求項に係る各発明(訂

正発明２ないし５）も同様に解される。

第４ 当裁判所の判断

１ 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（無

効審判請求の理由），(4)（審決の内容）の各事実はいずれも当事者間に争い

がない。

無効審判請求の請求人たる原告は，審判段階においては，前記のとおり，①

無効理由１(本件特許は特許法３６条６項１号〔特許を受けようとする発明が

発明の詳細な説明に記載したものであること〕又は２号〔特許を受けようとす

る発明が明確であること〕に違反する），②無効理由２（本件特許は特許法２

９条１項柱書〔産業上利用することができる発明であること〕に違反する），

③無効理由３（本件特許に係る各発明は甲１発明〔特開２００１－３１４５５

９号公報〕・甲２発明〔特開２０００－２１０４１３号公報〕等との関係で進

歩性を欠き特許法２９条２項に違反する）を各主張したが，審決においてはい

ずれもこれを退けられたものであるところ，上記審決の取消しを求める本件訴
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訟において原告は，上記②の無効理由２に対する審決の判断のみを争う（原告

は，平成２０年９月２４日の当審第１回弁論準備期日において，「本件審判に

おける無効理由１～３のうち取消事由として主張するのは，発明性（２９条１

項柱書）についてのみである」としている〔同手続調書〕。）ので，以下，そ

の当否について検討する。

２ 本件訂正発明の意義

(1) 証拠（乙３〔本件特許公報〕，甲２０〔訂正請求書〕）及び弁論の全趣旨

によれば，本件特許の特許請求の範囲，発明の詳細な説明，図面等は以下の

とおりであったことが認められる。

ア 本件訂正前及び訂正後の特許請求の範囲は，前記第３，１(2)ア，イの

とおり。

イ 発明の詳細な説明

・【発明の属する技術分野】

「本発明は，遊技に必要な図柄を変動表示する変動表示手段と，その変

動表示を制御するマイクロコンピュータ等の制御手段とを備えたスロッ

トマシン，パチンコ機，その他の遊技機に関するものである。」（段落

【０００１】）

・【従来の技術】

「従来，このような遊技機として，例えば，停止ボタンを備えたスロッ

トマシン，いわゆるパチスロ遊技機が知られている。一般的に，このパ

チスロは，正面の表示窓内に複数の図柄を変動表示する回転リールを複

数配列して構成した機械的変動表示装置やリール上の図柄を画面に表示

する電気的変動表示装置を有しており，この変動表示装置に所定の図柄

組合せを揃えることにより行われるものである。」（段落【０００２

】）

・「このパチスロ機の遊技は，まず，遊技者の遊技媒体（メダルまたはコ
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イン等）の投入によって開始される。そして，遊技者のスタート操作に

応じて，制御手段が変動表示装置を駆動制御して各リールを回転させる

ことにより，図柄を変動表示させる。変動した図柄は，一定時間後自動

的に，或いは遊技者の停止操作により，各リールの回転を順次停止させ

る。このとき，表示窓内に現れた各リールの図柄が特定の組合せ（入賞

図柄）になった場合には，遊技媒体を払い出すことによって遊技者に利

益を付与する。」（段落【０００３】）

・「このようなパチスロ遊技機は，複数種類の入賞態様を有している。特

に，所定の入賞役の入賞が成立したときは，１回のメダルの払い出しに

終わらず，所定期間，通常の状態よりも条件の良い遊技状態（ボーナス

ゲーム）となるものがある。このような入賞役として，遊技者に相対的

に大きな利益を与えるゲームを所定回数行える入賞役（「ビッグボーナ

ス」と称し，以下「ＢＢ」と表す）と，遊技者に相対的に小さな利益を

与えるゲームを所定回数行える入賞役（「レギュラーボーナス」と称

し，以下「ＲＢ」と表す）がある。」（段落【０００４】）

・「また，パチスロ遊技機においては，有効化された入賞ライン（以下

「有効ライン」という）に沿って停止表示される図柄の組合せは，内部

的な抽選処理（以下「内部抽選」という）を行い，この抽選結果と，遊

技者の停止操作タイミングとに基づいて決定されている。つまり，メダ

ル，コイン等が払い出される入賞が成立するためには，上述の内部的な

抽選処理により入賞役に当選（以下「内部当選」という）し，かつその

内部当選した入賞役（以下「内部当選役」という）の入賞成立を示す図

柄組合せを有効ラインに停止できるタイミングで遊技者が停止操作を行

うことが要求される。つまり，いくら内部当選したとしても，遊技者の

停止操作のタイミングが悪いと入賞を成立させることができない。」

（段落【０００５】）
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・「小役と称されるＢＢ，ＲＢ以外の内部当選役は，内部当選したゲーム

で入賞を成立させられなければ，入賞を得られる権利を失ってしまうの

で，いわゆる「目押し」と称される，適切なタイミングで行う停止操作

を行わなければ，獲得できるメダル等の数が減ってしまうことになる。

また，全ての入賞役について常に目押しを行わなければならないような

構成にしてしまうと，遊技者間の技術の差による獲得メダル数に大きな

開きが生じてしまい，初心者が著しく不利を被ってしまうことから，上

述のＢＢ，ＲＢ等は入賞するまで内部当選役が保持されるような構成に

なっている。」（段落【０００６】）

・「従来，ＢＢやＲＢの内部当選役が持ち越されている間は，ＢＢやＲＢ

の内部抽選が行われないようにしていたが，近年，ＢＢやＲＢの内部当

選役が持ち越されている間にもＢＢやＲＢの内部抽選を行い，更にＢＢ

やＲＢに内部当選した回数をそれぞれ記憶し，内部当選した回数分だけ

ＢＢやＲＢに入賞する機会を与える，いわゆるストック機能を有する遊

技機が提案されている。」（段落【０００７】）

・「また，入賞が成立すると遊技媒体を賭けることなく次のゲームを行う

ことが可能となる役として再遊技が設けられているが，この再遊技に内

部当選する確率が高い状態で所定期間遊技を行うことのできる高確率再

遊技期間というものがある。この高確率再遊技期間とストック機能とを

組み合わせて，高確率再遊技期間中に，ボーナスの内部当選役を貯め込

むようにした遊技機も知られている。」（段落【０００８】）

・【発明が解決しようとする課題】

「しかしながら，上述の遊技機において，高確率再遊技期間は予め定め

られたゲーム数分継続し，そのゲーム数分消化しなければ高確率再遊技

が終わることがなかった。また，高確率再遊技の終了条件が一つであっ

たことから，その遊技も単調になる傾向にあり，遊技者は期待感を維持
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することが困難であった。」（段落【０００９】）

・「本発明の目的は，高確率再遊技を行うに際して，予め定めた終了条件

以外にも複数の終了条件を作ることによって，期待感を維持しながら遊

技を進めることのできる遊技機を提供することである。」（段落【００

１０】）

・【課題を解決するための手段】

「本発明はこのような課題を解決するためになされたもので，複数の図

柄を変動表示する変動表示手段と，内部当選役を決定する内部当選役決

定手段と，前記変動表示手段の変動表示動作を，少なくとも前記内部当

選役決定手段の決定結果を含む情報に基づいた停止制御によって停止表

示させる停止制御手段と，前記変動表示手段に所定の図柄が停止表示さ

れた場合に，再遊技の権利を付与する再遊技実行手段と，所定の条件が

成立した場合に前記内部当選役決定手段における前記再遊技の内部当選

する割合を増大させることが可能な期間を発生させる高確率再遊技期間

発生手段と，を有する遊技機において，前記高確率再遊技期間の終了決

定を所定の終了確率で行う高確率再遊技期間終了決定手段と，前記終了

確率を前記内部当選役決定手段において決定された内部当選役に基づい

て決定する終了確率決定手段と，を備えたことを特徴とするものであ

る。」（段落【００１１】）

・「このような構成によれば，高確率再遊技期間中に所定の入賞役（例え

ばチェリー）に内部当選した場合に，高確率再遊技期間を終了させるこ

とができるので，遊技者は，リールに所定の内部当選役に対応する図柄

が停止表示されることを見れば，高確率再遊技期間の終了を知ることが

できるようになる。更に，高確率再遊技期間を終了させる内部当選役が

複数設けられ，それぞれについて終了確率が異なるようにすることによ

り遊技性が多様化し，面白みが増すばかりでなく遊技者の期待感も維持
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されやくなる。」（段落【００１２】）

・「また，本発明は，前記内部当選役決定手段において特定の内部当選役

が決定され，前記変動表示手段に前記特定の内部当選役に対応する図柄

が停止表示しなかった場合に，次の遊技に前記特定の内部当選役を持ち

越す特定内部当選役持ち越し手段を有し，前記特定内部当選役持ち越し

手段によって，前記特定の内部当選役が持ち越されている場合において

も，前記特定の内部当選役を含めて，前記内部当選役決定手段による内

部当選の決定を行うようにしたことを特徴とするものである。」（段落

【００１３】）

・「このような構成によれば，ボーナスが内部当選している場合にもボー

ナスの抽選を行うので，ボーナスが内部当選してもボーナス図柄を停止

表示させることのできない初心者でも，ボーナスの抽選を行う機会が減

ることがなくなる。」（段落【００１４】）

・「また，本発明は，前記内部当選役決定手段において，前記特定の内部

当選役が決定された回数を記憶可能な特定内部当選役決定回数記憶手段

を有し，前記特定内部当選役持ち越し手段は，前記特定内部当選役決定

回数記憶手段に記憶される回数分の内部当選役を持ち越すようにしたこ

とを特徴とするものである。」（段落【００１５】）

・【発明の実施の形態】

「図１は，本発明の一実施例の遊技機１の外観を示す斜視図であり，図

２は，同じく遊技機１の正面図である。遊技機１は，いわゆる「パチス

ロ機」である。この遊技機１は，コイン，メダル又はトークンなどの

他，遊技者に付与された，もしくは付与される遊技価値の情報を記憶し

たカード等の遊技媒体を用いて遊技することが可能な遊技機であるが，

以下ではメダルを用いるものとして説明する。」（段落【００２１】）

【図１】 本発明の実施形態によるスロットマシンの外観
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【図２】 本発明の実施形態によるスロットマシンの外観

・「遊技機１の全体を形成しているキャビネット２の正面には，略垂直面

としてのパネル表示部２ａが形成され，その中央には縦長矩形の表示窓

４Ｌ，４Ｃ，４Ｒが設けられる。表示窓４Ｌ，４Ｃ，４Ｒには，入賞ラ

インとして水平方向にセンターライン８ａ，トップライン８ｂ及びボト

ムライン８ｃ，斜め方向にクロスダウンライン８ｄ及びクロスアップラ

イン８ｅが設けられている。これらの入賞ラインは，後述の１－ＢＥＴ

スイッチ１１，２－ＢＥＴスイッチ１２，最大－ＢＥＴスイッチ１３を

操作すること，或いはメダル投入口２２にメダルを投入することによ
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り，それぞれ１本，３本，５本が有効化される。どの入賞ラインが有効

化されたかは，後で説明するＢＥＴランプ９ａ，９ｂ，９ｃの点灯で表

示される。」（段落【００２２】）

・「キャビネット２の内部には，各々の外周面に複数種類の図柄によって

構成される図柄列が描かれた３個のリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒが回転自在

に横一列に設けられ，変動表示手段を形成している。各リールの図柄は

表示窓４Ｌ，４Ｃ，４Ｒを通して観察できるようになっている。各リー

ルは，定速回転（例えば８０回転／分）で回転する。」（段落【００２

３】）

・「キャビネット２の上方の左右には，スピーカ２１Ｌ，２１Ｒが設けら

れ，その２台のスピーカ２１Ｌ，２１Ｒの間には，入賞図柄の組合せ及

びメダルの配当枚数等を表示する配当表パネル２３が設けられている。

台座部１０の前面部中央で，液晶表示装置５の下方位置には，３個のリ

ール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転をそれぞれ停止させるための３個の停止ボ

タン７Ｌ，７Ｃ，７Ｒが設けられている。」（段落【００３３】）

・「図１８は，高確率再遊技選択状態切替テーブルを示したものである。

本実施例では，このテーブルは，所定の入賞役が入賞した場合に使用さ

れるようにしている。（ａ）はＢＢ入賞時用高確率再遊技選択状態切替

テーブルであり，ＢＢが入賞したときに使用される。そして，（ｂ）

は，スイカ入賞時用高確率再遊技選択状態切替テーブルであり，スイカ

に入賞した場合に使用される。ここで，高確率再遊技選択状態とは，高

確率再遊技の継続ゲーム数や終了条件等，高確率再遊技を行うときに必

要となる種々の条件を選択する際の状態のことを指している。このよう

に高確率再遊技に関わる種々の条件選択を行うときの状態を複数持つよ

うにすることによって，同一の条件を選択する場合であっても，その状

態毎に選択テーブルを設けることができるので，状態毎に異なる遊技性
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を持たせることができる。」（段落【００６１】）

【図１８】ＢＢ入賞時用高確率再遊技選択状態切替テーブルとス

イカ入賞時用高確率再遊技選択状態切替テーブル

・「具体的には，例えばＢＢ入賞時には，図１８（ａ）のＢＢ入賞時用高

確率再遊技選択状態切替テーブルが参照される（このとき，この選択に

必要な乱数値が抽出されるが，この抽出のタイミングは特に限定されな

い。）。このテーブルでは，現在の状態と，抽出された乱数値に基づい

て，次のゲームをどの状態にするかを選択する。同様に，（ｂ）はスイ

カが入賞した場合に用いるようにしている。」（段落【００６２】）

・「図１９，図２０は高確率再遊技継続ゲーム数選択テーブルを示したも

のである。この高確率再遊技継続ゲーム数とは，高確率再遊技の期間が

継続するゲーム数のことを指している。図１９のＢＢ用高確率再遊技継

続ゲーム数選択テーブルとは，次に入賞する予定のボーナスがＢＢの場

合に使用されるものである。そして，図２０のＲＢ用高確率再遊技継続

ゲーム数選択テーブルとは，次に入賞する予定のボーナスがＲＢの場合

に使用されるものである。このように，次に入賞する予定のボーナス毎

に高確率再遊技継続ゲーム数選択テーブルを設けることによって，ボー

ナスの入賞に偏りを持たせることができる。」（段落【００６３】）
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【図１９】 ＢＢ用高確率再遊技継続ゲーム数選択テーブル

【図２０】 ＲＢ高確率再遊技継続ゲーム数選択テーブル

・「具体的には，例えば次のボーナスがＢＢの場合には，ＢＢ用高確率再

遊技継続ゲーム数選択テーブルが参照される（このテーブルの使用は，

高確率再遊技期間を発生させる予定のゲームの前までに行えば，そのタ
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イミングはいつでも良く，この選択に用いる乱数値の抽出タイミングも

特に限定されない。）。このテーブルでは，現在の高確率再遊技選択状

態と，抽出された乱数値に基づいて，高確率再遊技の継続ゲーム数が選

択される。」（段落【００６４】）

・「また，（ｂ）に示した高確率再遊技終了選択テーブルは，高確率再遊

技期間中に，所定の入賞役が内部当選した場合に，高確率再遊技継続ゲ

ーム数が１以上だったとしても，その高確率再遊技期間を終了させてし

まうか否かを決定するものである。このように，高確率再遊技継続ゲー

ム数が０になること以外にも終了条件を設けることによって高確率再遊

技期間の遊技の面白味が増す。」（段落【００６７】）

【図２１】次ボーナス選択テーブルと高確率再遊技終了選択テーブル

・「具体的に本実施例では，高確率再遊技終了選択テーブルは，高確率再

遊技期間中に，中チェリーもしくは角チェリーが内部当選した場合に参

照される。（このテーブルの使用のタイミング，乱数値の抽出タイミン

グも特に限定されない。）そして，現在の高確率再遊技選択状態と，内

部当選役，抽出された乱数値に基づいて，高確率再遊技の終了もしくは

継続の決定を行う。」（段落【００６８】）

・「図３は，遊技機１における遊技処理動作を制御する主制御回路８１

と，主制御回路８１に電気的に接続する周辺装置（アクチュエータ）
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と，主制御回路８１から送信される制御指令に基づいて液晶表示装置５

及びスピーカ２１Ｌ，２１Ｒを制御する副制御回路８２とを含む回路構

成を示す。」（段落【００６９】）

・「主制御回路８１は，回路基板上に配置されたマイクロコンピュータ４

０を主たる構成要素とし，これに乱数サンプリングのための回路を加え

て構成されている。マイクロコンピュータ４０は，予め設定されたプロ

グラムに従って制御動作を行うＣＰＵ４１と，記憶手段であるＲＯＭ４

２及びＲＡＭ４３を含む。」【００７０】

・「ＣＰＵ４１には，基準クロックパルスを発生するクロックパルス発生

回路４４及び分周器４５と，サンプリングされる乱数を発生する乱数発

生器４６及びサンプリング回路４７とが接続されている。・・・」（段

落【００７１】）

・「マイクロコンピュータ４０のＲＯＭ４２には，スタートレバー６を操

作（スタート操作）する毎に行われる乱数サンプリングの判定に用いら

れる確率抽選テーブル，停止ボタンの操作に応じてリールの停止態様を

決定するための停止制御テーブル，副制御回路８２へ送信するための各

種制御指令（コマンド）等が格納されている。このコマンドには，「デ

モ表示コマンド」，「スタートコマンド」，「全リール停止コマン

ド」，「入賞役コマンド」等がある。・・・」（段落【００７２】）

・「図３の回路において，乱数発生器４６は，一定の数値範囲に属する乱

数を発生し，サンプリング回路４７は，スタートレバー６が操作された

後の適宜のタイミングで１個の乱数をサンプリングする。こうしてサン

プリングされた乱数及びＲＯＭ４２内に格納されている確率抽選テーブ

ルに基づいて，内部当選役が決定される。内部当選役が決定された後，

「停止テーブル群」及びそれに含まれる「停止テーブル」を選択するた

めに再び乱数のサンプリングが行われる。」（段落【００７７】）
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・「ＳＴ２３の処理では，ＣＰＵ４１は，抽選用の乱数を抽出する。具体

的には，０～１６３８３の範囲から乱数を抽出する。続いて，一遊技監

視用タイマをセットし（ＳＴ２４），現在の遊技状態を判断するための

遊技状態監視処理（この遊技状態監視処理についての詳しい説明は後述

する）を行う（ＳＴ２５）。次に，確率抽選処理を行う（ＳＴ２６）。

この確率抽選処理では，ＳＴ２３の処理で抽出された乱数値，および遊

技状態監視処理で判断した現在の遊技状態に対応した確率抽選テーブル

に基づいて，内部当選役を決定する。確率抽選テーブルは，上述した通

り各入賞役毎に内部当選となる乱数値が予め定められている。」（段落

【００９２】）

・「続いて，ＣＰＵ４１は，高確率再遊技終了抽選処理（この高確率再遊

技終了抽選処理についての詳しい説明は後述する）を行う（ＳＴ２

７）。次に，当り表示ランプ点灯抽選処理を行い（ＳＴ２８），リール

を停止させるための停止テーブルの選択を行う（ＳＴ２９）。・・・」

（段落【００９３】）

・「次に，高確率再遊技選択状態切替処理（この高確率再遊技選択状態切

替処理についての詳しい説明は後述する）を行う（ＳＴ４４）。入賞枚

数０であるか否かを判断する（ＳＴ４５）。具体的には，いずれかの役

（再遊技を除く）の入賞が成立したか否かを判断する。入賞が成立した

ときは，遊技状態および入賞役に応じてメダルの貯留または払い出しを

行う（ＳＴ４６）。」（段落【００９６】）

・「図２９は，ＳＴ２６で行われる確率抽選処理について示したものであ

る。まず，ボーナス作動中か否かの判断を行う（ＳＴ１１０）。現在の

遊技状態がボーナス作動中の場合は，ＢＢ作動中用確率抽選テーブル，

もしくはＲＢ作動中用確率抽選テーブルに基づいて抽選することで内部

当選役を決定し（ＳＴ１１５），決定された内部当選役をＲＡＭの所定
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領域に格納する（ＳＴ１１６）」。（段落【０１０４】）

【図２９】 確率抽選処理を示すフローチャート

・「そして，ＳＴ１１０において，現在の遊技状態がボーナス作動中でな

いと判断された場合は，高確率再遊技継続ゲーム数が０か否かの判断を

行う（ＳＴ１１１）。ここで，高確率再遊技継続ゲーム数が０と判断さ

れたときは，図７（ａ）に示す高確率再遊技中でない一般遊技中用の確

率抽選テーブルに基づいて抽選することで内部当選役を決定し（ＳＴ１

１２），決定された内部当選役をＲＡＭの所定領域に格納する（ＳＴ１

１６）。」（段落【０１０５】）

・「そして，ＳＴ１１において，高確率再遊技継続ゲーム数が０でないと

判断された場合は，図７（ｂ）に示す高確率再遊技中ボーナス内部当選

中用の確率抽選テーブルに基づいて抽選することで内部当選役を決定す

る（ＳＴ１１３）。そして，高確率再遊技継続ゲーム数を１減算して，

ＲＡＭの所定領域に格納した後（ＳＴ１１４），決定された内部当選役

をＲＡＭの所定領域に格納する（ＳＴ１１６）」。（段落【０１０６

】）

・「図３１は，ＳＴ４４で行われる高確率再遊技選択状態切替処理につい
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て示したものである。この処理では，まずＢＢに入賞したか否かの判断

を行う（ＳＴ１３０）。ここで，ＢＢに入賞したと判断されると，図１

８（ａ）に示したＢＢ入賞時用高確率再遊技選択状態切替テーブルに基

づいて抽選を行う（ＳＴ１３１）。そして，ＳＴ１３０においてＢＢに

入賞していないと判断されたときは，スイカに入賞したか否かの判断を

行う（ＳＴ１３２）。ここで，スイカに入賞したと判断されたときは，

図１８（ｂ）に示したスイカ入賞時用高確率再遊技選択状態切替テーブ

ルに基づいて抽選を行う（ＳＴ１３３）。ＳＴ１３２においてスイカに

入賞していないと判断されたときは，そのまま処理を復帰させる。」

（段落【０１１０】）

・「このように高確率再遊技に関わる種々の条件を選択するときの状態を

切り替えることによって，その状態毎に遊技性が異なるように，各条件

を選択する際に用いる選択テーブルを設定することができるので，一つ

の台に様々な遊技性を持たせることができるようになる。」（段落【０

１１１】）

・「図３２は，ＳＴ２７で行われる高確率再遊技終了抽選処理について示

したものである。この処理では，まず高確率再遊技継続ゲーム数が０ゲ

ームか否かを判断する（ＳＴ１４０）。ここで０ゲームと判断されたと

き，すなわち高確率再遊技期間でない場合は，そのまま処理を復帰させ

るが，０ゲームと判断されたとき，すなわち高確率再遊技期間の場合

は，このゲームの内部当選役がハズレか否かの判断を行う（ＳＴ１４

１）。」（段落【０１１２】）

【図３２】 高確率再遊技終了抽選処理を示すフローチャート
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・「このＳＴ１４１の判断において，内部当選役がハズレの場合は，ＳＴ

１４５の処理に移行し，高確率再遊技継続ゲーム数をクリアし，高確率

再遊技期間を終了させる。また，内部当選役がハズレでない場合は，内

部当選役が中チェリーまたは角チェリーか否かの判断を行う（ＳＴ１４

２）。ここで，内部当選役が中チェリーまたは角チェリーでないと判断

された場合は，そのまま処理を復帰させる。また，内部当選役が中チェ

リーまたは角チェリーであると判断された場合は，図２１（ｂ）に示し

た高確率再遊技終了選択テーブルに基づいて抽選を行う（ＳＴ１４

３）。そして，この抽選で終了に当選したか否かの判断を行い（ＳＴ１

４４），終了に当選したと判断された場合は，高確率再遊技継続ゲーム

数をクリアし，高確率再遊技期間を終了させる（ＳＴ１４５）。また，

ＳＴ１４４の判断で終了に当選していないと判断された場合は，そのま

ま処理を復帰させる。」（段落【０１１３】）

・「このように高確率再遊技継続ゲーム数が０になること以外に，高確率

再遊技期間を終了させる条件を設けることによって，期待感を損なうこ

となく，遊技を進めることができるようになる。」（段落【０１１４

】）
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・「このような処理を行うことによって、ボーナス種別毎に、再遊技継続

ゲームを決定することができるので、高確率再遊技が継続しやすいボー

ナスや継続しにくいボーナスを作り出すことができるようになる。更

に、高確率再遊技選択状態によって高確率再遊技が継続しやすい状態や

継続しにくい状態を作り出すことができるようになる。」(段落【０１

２２】）

・【発明の効果】

「以上，説明したように本発明によれば，高確率再遊技期間中に，所定

の内部当選役（例えばチェリー）が決定されたことを条件に，高確率再

遊技期間を終了させるとともに，その内部当選役を複数設け，それらの

内部当選役毎に終了確率が異なるようにしたので，遊技者は，リールに

所定の内部当選役に対応する図柄が停止表示されることを見れば，高確

率再遊技期間の終了を知ることができるようになる。そして，その内部

当選役が複数あり，それぞれについて終了確率が異なることから，終了

条件の多様化が図れることから，遊技性が広がり面白みが増す。このよ

うに，予め定められた高確率再遊技期間の継続ゲーム数を消化すること

以外にも高確率再遊技期間の終了の機会を遊技者に複数与えることがで

きるので，遊技者は期待感を損なうことなく，遊技を進めることができ

るようになる。」（段落【０１２６】）

(2) 上記(1)によれば，本件訂正発明１～５は，いずれも，スロットマシン

等の遊技機に関する発明であり，従前の遊技機における高確率再遊技期

間は予め定められたゲーム数分継続しそのゲーム数分継続しなければ高

確率再遊技が終わることがなかったことから，その遊技も単調になる傾

向があり，遊技者は期待感を維持することが困難であったが，本件訂正

発明１～５により，高確率再遊技期間中に所定の内部当選役が決定され

たことを条件に，高確率再遊技期間を終了させるとともに，その内部当
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選役を複数設け，それらの内部当選役毎に終了確率が異なるようにした

もので，終了確率の多様化が図れ，遊技性が広がり面白みが増すという

効果が生じるものであることが認められる。

３ 特許法２９条１項柱書にいう「発明」性の有無について

(1) 原告は，前記のような内容を有する本件訂正発明１～５は特許法２９条

１項柱書にいう「発明」に該当しないと主張するので，以下，検討する。

(2) 特許法２９条１項柱書は，「産業上利用することができる発明をした者

は，次に掲げる発明を除き，その発明については特許を受けることができ

る」と定め，その前提となる「発明」について同法２条１項が，「この法

律で『発明』とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のも

のをいう」と定めている。

そうすると，本件訂正発明１～５が，①産業上利用できる発明ではない

場合，②自然法則を利用した発明でない場合，③技術的思想の創作となる

発明でない場合，④技術的思想の創作のうち高度なものでない場合，のい

ずれかに該当するときは，同法２９条１項柱書にいう「発明」に該当しな

いことになる（なお原告は，前記のとおり，本件訂正発明１～５が上記①

及び④には該当しないことを自認している）。

ところで，本件訂正発明１～５は，前記のようにスロットマシン等の遊

技機に関する発明であって，そこに含まれるゲームのルール自体は自然法

則を利用したものといえないものの，同発明は，ゲームのルールを遊技機

という機器に搭載し，そこにおいて生じる一定の技術的課題を解決しよう

としたものであるから，それが全体として一定の技術的意義を有するので

あれば，同発明は自然法則を利用した発明であり，かつ技術的思想の創作

となる発明である，と解することができる。

そこで，以上の見地に立って本件訂正発明の特許法２９条１項柱書にい

う発明該当性について検討する。
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(3) 前記２のとおり，本件訂正発明１～５は「遊技機」という機器に関する

発明であり，上記ゲームのルールを機器に定着させたもの(例えば，実施例

として「ゲームを実行するための予め設定されたプログラムに従って制御

動作を行うＣＰＵ（クロックパルス発生回路，乱数発生器を含む。），ス

タートレバーを操作（スタート操作）する毎に行われる乱数サンプリング

の判定に用いられる確率抽選テーブル，停止ボタンの操作に応じてリール

の停止態様を決定するための停止制御テーブル，副制御回路８２へ送信す

るための各種制御指令（コマンド）等を格納（記憶）するＲＯＭを含むマ

イクロコンピュータを主たる構成要素とする制御回路を用いて遊技処理動

作を制御する技術を用いる」もの）であるから（なお，審決は，本件訂正

発明１～５が前記甲１発明〔特開２００１‐３１４５５９号公報〕及び

〔特開２０００‐２１０４１３号公報〕との関係で特許法２９条２項にい

う進歩性があると判断しており，原告も本件訴訟においてこれを争わな

い），全体として本件訂正発明１～５は，自然法則を利用した発明であ

り，かつ技術的思想の創作となる発明であるというべきである。。

(4) 原告の主張に対する補足的判断

ア 原告は，特許法３９条，２９条の２，２９条１項及び２項の特許要件を

判断するに際し，２つの発明を対比する場合に，周知慣用技術等を除外し

て検討することを挙げ，それと同様に特許法２９条１項柱書の要件につい

ても，「技術的に意義のある部分」について，自然法則利用の有無や技術

的思想の創作該当性を判断すべきであると主張する。

しかし，前記のように，特許法２条１項が「『発明』とは，自然法則を

利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定め，同法２９

条１項柱書において，「産業上利用することができる発明をした者は，次

に掲げる発明を除き，その発明について特許を受けることができる。」と

した上で，「次に掲げる発明」として，１～３号に公知発明等を挙げてい
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る。このような特許法の規定の仕方からすると，特許法は，特許を受けよ

うとする発明が自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもので

あり，かつ産業上利用することができるものであるかをまず検討した上

で，これらの要件を満たす発明であっても公知発明等に当たる場合には特

許を受けることができないものと定めていると解すべきである。そうする

と，特許法２９条１項柱書該当性の判断に当たっては，特許法３９条，２

９条の２，２９条１項及び２項のように，２つの発明を対比することによ

り特許要件の有無を判断する場合とは異なり，特許請求の範囲によって特

定された発明全体が自然法則を利用した技術的思想の創作に当たるかどう

かを全体的に検討すべきであって，公知発明等に当たらない新規な部分だ

けを取り出して判断すべきではないと解される。原告の主張は独自の論理

に基づくものであって，採用することができない。

イ 「請求項２ないし５」について

前述のとおり，本件特許の請求項１に係る発明（訂正発明１）が特許法

２９条１項柱書の要件を満たす以上，これを引用する他の請求項も同様に

解される。

４ 結語

以上によれば，原告主張の取消理由は全て理由がない。

よって原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第２部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 今 井 弘 晃
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裁判官 真 辺 朋 子


